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入 札 公 告 

 

邑楽館林医療企業団公告第１号 

 

 公立館林厚生病院西地区施設整備工事（解体工事）について、下記のとおり一般競争

入札を行いますので地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号。以下「自治令」とい

う。）第 167 条の 6 の規定に基づき公告します。 

 

令和 6 年 10 月 18 日 

 

邑楽館林医療企業団 

企業長 新井 昌史 

（公印省略） 

１ 入札に付する事項 

 （１）工事名   公立館林厚生病院西地区施設整備工事（解体工事） 

 （２）工事場所  群馬県館林市成島町 262 番地の 1 

          公立館林厚生病院地内 

 （３）工事概要  既存建造物及び構築物等の解体撤去工事 

   ①建物概要 

   ・敷地面積  27,379.81 ㎡ 

   ・建物用途  宿舎、車庫、物置 

   ・建築面積  12 棟 1,750 ㎡(530 坪) 

   ・延べ面積  12 棟 3,890 ㎡(1,178 坪) 

   ・構造    鉄骨造、鉄筋コンクリート造、その他（CB 造、プレハブ） 

   ・階数    地上 3 階 

   ②工事種目 

   ・建築工事（解体工事）(アスベスト除去) 

   ・空調設備工事(解体工事)（設備切り廻し） 

   ・電気設備工事（解体工事）（設備切り廻し） 

   ③解体工事概要 

  ・建築物の概要 

№ 名称 構造 地上階数 延べ面積（㎡） 備考 

1 看護宿舎 1 号 RC 造 地上 3 階 679.90  

2 看護宿舎 2 号（看護管理棟） 
RC 造 地上 3 階（地上

1 階） 

545.20  

3 看護宿舎 3 号 RC 造 地上 3 階 701.67  
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4 学生宿舎（学生寮） RC 造 地上 3 階 749.91  

5 渡り廊下 S 造 平屋 59.04  

6 医師住宅 1 号 RC 造 地上 2 階 465.80  

7 医師住宅 2 号 RC 造 地上 2 階 473.60  

8 車庫（1） CB 造 平屋 134.68  

9 車庫（2） CB 造 平屋 28.12  

10 物置（1） S 造 平屋 38.88  

11 物置（2） プレハブ 平屋 2.28  

12 駐輪場（解放） S 造 平屋 12.86  

 ・外構工作物の解体 

№ 名称 仕様・規模等 備考 

1 浄化槽 
RC 造 36 ㎡地下埋設深

さ 2.55mTP+20.30 

 

2 コンクリート舗装、アスファルト舗装、平板ブロック 設計図書で図示  

3 縁石、側溝、枡、ハンドホール 設計図書で図示  

4 フェンス、カーブミラー、バリカ、遊具、外灯 設計図書で図示  

5 樹木 設計図書で図示  

6 配管 設計図書で図示  

・アスベストの撤去 

№ 名称 工事内容 備考 

１ 
看護宿舎１号 外部 露出アスファルト防水、ケイ酸カルシウム板 レベル 3 

内部 ケイ酸カルシウム板、塗材、巾木、人研、フランジ レベル 3 

2 

看護宿舎２号 外部 － レベル 3 

内部 塗材、タイル下地 レベル 2、３ 

看護管理棟 外部 露出アスファルト防水 レベル 3 

内部 P タイル、ケイ酸カルシウム板 レベル 2、３ 

3 
看護宿舎３号 外部 － レベル 3 

内部 P タイル、ケイ酸カルシウム板 レベル 3 

4 
学生宿舎 外部 シート防水＋露出アスファルト防水、吹付タイル レベル 3 

内部 P タイル、スレート板、巾木、フランジ レベル 3 

5 
医師住宅１号 外部 露出アスファルト防水、スレート板 レベル 3 

内部 タイル下地、フランジ レベル 2、３ 

6 
医師住宅２号 外部 露出アスファルト防水、スレート板 レベル 3 

内部 － レベル 3 
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 （４）予定価格 292,930,000 円（消費税込） 

 （５）工期    契約締結日から令和７年９月３０日 

（６）この工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成 12 年法律

第 104 号に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源等の実施が義

務付けられた工事である。 

 

２ 入札の参加資格要件 

  この公告の工事の条件付き一般競争入札（紙入札）に参加できる者は、令和 6 年

10 月 1 日現在、群馬県内に本店又は支店、営業所があり、令和 6 年度ぐんま入札共

同システム（入札情報システム）において館林市及び邑楽郡５町のいずれかに建設工

事競争入札参加資格を受けている者（会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）で、民

事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき更生手続開始または再生手続開始（以

下、「手続開始」という。）の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、

資格の認定を受けている者。また、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、この公告

の工事に係る入札参加資格確認通知を受けている者とする。 

 

ア その他要件 

（ア） 自治令第 167条の４第 1項の規定に該当しない者及び同条第 2項の規定に基づ

く館林市及び邑楽郡５町のいずれかに入札参加制限を受けていない者であること。 

（イ） 会社更生法又は民事再生法に基づく手続開始の申立てがなされている者（手 

続開始決定後、資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

（ウ） 令和 6 年 10 月 1 日現在、館林市及び邑楽郡各町から指名停止措置を受けてい

ない者。 

（エ）  建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第 3 条の規定による、解体工事業の許可

を受け、かつ、令和 6 年度ぐんま入札共同システム（入札情報システム）にお

いて、館林市及び邑楽郡 5 町いずれかの競争入札参加資格の認定を受け、解体

工事に関し、入札参加資格名簿に登載されている者。 

（オ）  建設業法第 27 条の 23 第 1 項の規定による経営に関する客観的な事項の審査

を受け、同法第 27 条の 29 の規定による総合評価値の通知を受けている者。 

（カ）  令和６年度ぐんま入札共同システム（入札情報システム）において、館林市

及び邑楽郡 5 町いずれかで競争入札参加資格の認定を受けている者で、解体工

事に係る格付Ａで総合数値が 840 点以上である者。 

（キ）  次に掲げる基準を全て満たし主任技術者又は監理技術者を本件工事に専任で

配置できること。ただし、建築業法第 26 条第 3 項ただし書の規定を受ける監理

技術者（以下「特例監理技術者」という。）の配置は認めない。なお、主任技術

者又は監理技術者が現場代理人を兼務することを妨げない。 
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（ク）  建設業法の規定に基づく、解体工事に係る主任技術者（下請け契約の額が

4,500 万円以上の場合は監理技術者）の資格を有する者であること。 

（ケ）  監理技術者にあっては、解体工事業に係る監理技術者資格者証及び監理技術

者講習修了証（監理技術者講習修了履歴）を有する者であること。 

（コ）  入札参加資格申請書の提出日以前に、所属建築業者と 3 か月以上の雇用関係

を有すること。 

（サ） 令和元年度以降、鉄筋コンクリート造の公共建築物の解体工事における施工実

績を有していること。 

３ 入札説明書配布期間、場所及び方法 

ア 配布場所 希望者は電子メールにて申し込み、確認後返送。 

イ 配布期間 令和 6 年 10 月 18 日（金）から令和 6 年 10 月 25 日（金）まで 

４ 入札参加資格申請書及び入札参加資格確認資料（以下、「申請書等」という。）の提

出期間、場所及び方法 

 ア 提出場所 群馬県館林市成島町２６２番地の１ 

 公立館林厚生病院 管理棟２階 事務部管財課 

 イ 提出期間 令和 6 年 10 月 23 日（水）から令和 6 年 10 月 30 日（水）まで 

 ウ 提出時間 平日午前９時から午後４時３０分まで（ただし、正午から午後１時ま

でを除く。） 

 エ 提出方法 申請書は直接持参に限る。（電報、電送（FAX、電子メール）、及び郵

送等によるものは受け付けない。） 

５ 入札参加資格審査結果通知 

   令和 6 年 11 月 5 日（火）書面で通知するほか電子メールでも連絡 

6 設計図書の入手方法 

  設計図書は、入札参加資格を認められた者に配布する。希望者は(1)の期間内に電

子メールにて申し込む。 

(1) 配布期間 入札参加資格認定通知された日から令和 6 年 11 月 8 日（金）まで 

(2) 配布時間 平日午前 9 時から午後 4 時 30 分まで 

(3) 配布方法 メール添付による電子データとして送信元へ返信する。 

（事業者名を明記し、設計図書配布請求メールを下記あてに送付するこ

と） 

     公立館林厚生病院 事務部管財課 

        e-mail : kanzai-group@tatebayashikoseibyoin.jp 

7 質問の受付方法及び期限 

   質問は文書によるものに限る（電子メールにて受付） 

期限は令和 6 年 11 月 8 日（金）から令和 6 年 11 月 13 日（水）16 時 30 分まで 

質問に対する回答は文書で令和 6 年 11 月 20 日（水）までに質問者に電子メール
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で返信する。（質問に対する回答はホームページ上でも公開する） 

8 入札手続等 

（１） 条件付き一般競争入札執行の日時 

令和６年 11 月 29 日（金）午後 2 時から 

（２） 条件付き一般競争入札執行の場所 

公立館林厚生病院 3 階 講堂 

（３） 入札方法 

入札書は入札執行当日直接持参に限る。（電報、電送（FAX、電子メール）、郵

送等による入札は認めない。） 

（４） 入札保証金 

免除 

（５） 契約保証金 

  ア この競争入札の落札者は、契約の締結と同時に次のいずれかの保証を付さなけ

ればならない。ただし、（オ）の場合においては、履行保証保険契約の締結後、

直ちにその保険証券を邑楽館林医療企業団に寄託しなければならない。 

（ア） 契約保証金の納付 

（イ） 契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供 

（ウ） 契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、企業長

が確実と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関す

る法律（昭和 27 年法律第 184 号）第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をい

う。）の保証 

（エ） 契約による債務の履行を保証する公共工事保証証券による保証 

（オ） 契約による債権の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の

締結 

 イ アに掲げる契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の 100分 の

10 以上とすること。 

（６） 入札の無効 

入札参加資格のない者のした入札、申請書若しくは資料に虚偽の記載をした者

のした入札又は入札に関する条件に違反した者のした入札は、無効とする。 

（７） 落札者の決定方法 

落札者は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した者のうち最低の価

格を落札者とする。 

9 その他 

（１） 詳細は、入札説明書による 

（２） 今回の発注業務において、契約が有効に成立するまでの間に指名停止措置を受

けた者及び不正な工作並びにこれに該当する行為を行ったとみなされる者は、入
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札参加資格及び被契約者としての資格を喪失するものとする。 

（３） この公告に定めのない事項については、地方自治法施行令、邑楽館林医療企業

団財務規則、館林市財務規則による。 

 

入札担当部署 

 ・邑楽館林医療企業団 公立館林厚生病院 事務部管財課 

  〒374-8533 群馬県館林市成島町 262 番地の 1 

  TEL 0276-72-3140  FAX 0276-72-5445 

  メールアドレス kanzai-group@tatebayashikoseibyoin.jp 

 

mailto:kanzai-group@tatebayashikoseibyoin.jp

